
令和２年度 奈良県研究開発支援補助金について 

 

※詳細は奈良県研究開発支援補助金補助要項を参考ください。 

 

１．補助の趣旨・目的 

県内産業の基盤強化と新規産業の創出を図るため、事業者が実施する研究開発

や実証実験等に要する経費の一部について、補助する。 

 

２．補助の概要 

 ○補助対象者 

民間企業の製造業者 

○補助要件 

・県内に事業者（研究所）を有する企業の場合 

※以下のいずれかを満たすこと 

（１） 補助開始年度より１０年間事業所（研究所）を県内で定着 

（２） 研究成果の事業化（市場流通） 

・県内に事業者（研究所）を有しない企業の場合 

補助期間終了後、県内で５年以内に以下のいずれかの事業所（研究所）を設置する

こと 

（１）固定資産投資額５億円以上かつ新規雇用 10人以上 

（２）常用雇用100人以上 

○補助対象経費 

本事業の実施に必要な経費 

（詳細は「補助対象経費区分一覧表」参照） 

○補助率（負担割合） 

補助対象経費の 3分の2以内（負担割合：県 2/3、事業者1/3） 

○補助額 

100,000千円／件（下限額：50,000千円／件） 

（R3:40,000千円, R4:30,000千円, R5:30,000千円） 

○事業期間 

３年 

 

３．公募について 

 ○詳細は公募要領のとおり（公募期間：７月  日 ～ １１月  日） 

○補助事業の採択 

   本補助金交付要綱に基づき、外部有識者を含む選定審査会を経て決定。 

 応   募：次のURLから申請書等をダウンロードし、公募期間内に応募ください。 

        https://www.pref.nara.jp/60933.htm 

 問い合わせ：奈良県産業振興総合センター 経営支援課 経営革新係 

       奈良市柏木町１２９－１ TEL:0742-３３－０８１７ 

奈良県 

研究開発に要する経費の一部を補助します。 

 

奈良県研究開発 

支援補助金 

１億円 

補助対象者 

民間の製造業者（共同提案可能） 

補助期間 

３年（令和５年度～令和７年度） 

補助対象経費 

人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、 

使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 

補助要件について 

・県内に事業所（研究所）を有する企業の場合（※以下のいずれかを満たすこと） 

 （１）補助開始年度より１０年間事業所（研究所）を県内で定着 

（２）研究成果の事業化（市場流通） 

・県内に事業所（研究所）を有しない企業の場合 

 補助期間終了後、県内で５年以内に以下のいずれかの事業所（研究所）を設置すること 

（１）固定資産投資額５億円以上かつ新規雇用１０人以上 

（２）常用雇用１００人以上 

公募について 

詳しくは「奈良県研究開発支援補助金交付要綱」をご確認ください。 

・公募期間：令和４年５月２３日（月）～令和４年１０月３１日（月） ※必着 

・事業の採択 

交付要綱に基づき、外部有識者を含む選定審査会を経て、今年度中に決定 

奈良県研究開発支援事業 

採択予定件数 

予算の範囲内 

（R5：4,000万円、R6：3,000万円、R7：3,000万円） 

補助上限額（補助率：２／３以内） 

 

（下限：5,000万円） 

補助期間の合計額 

 

公募期間を延長しました 


